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１. 委員会の検討経緯と今回の論点

【渋滞対策の方針】

【渋滞対策検討の経緯】

1-1 これまでの検討経緯

○
今
後
の
渋
滞
対
策
検
討
の
方
針

○
交
通
基
礎
デ
ー
タ
の
共
有
、
意
見
交
換

等

第
10
回
会
議
の
開
催
（Ｈ
24

・
6

・
28
）

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
候
補
の
選
定

第
11
回
会
議
の
開
催
（Ｈ
24

・
8

・
9
）

○
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等
を
含
め
た
箇
所
の
特
定

第
12
回
会
議
の
開
催
（Ｈ
24

・
12

・
20
）

○
渋
滞
対
策
の
基
本
方
針
の
検
討

第
13
回
会
議
の
開
催
（Ｈ
25

・
6

・
18
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

（Ｈ
24

・
11

・
9

～

18
）

主
要
渋
滞
箇
所
の
公
表
（２
４
６
箇
所
）

（Ｈ
25

・
1

・
24
）

○
「道
路
を
賢
く
使
う
」観
点
で
の
渋
滞
対
策
の
あ
り
方

○
優
先
対
策
箇
所
の
選
定
方
法
・考
え
方

○
最
新
デ
ー
タ
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
等
の
報
告

第
14
回
会
議
の
開
催
（Ｈ
26

・
8

・
25
）

H24 H25 H26

渋
滞
対
策
の
基
本
方
針
の
公
表

（Ｈ
26

・
1

・
24
）

○
渋
滞
対
策
の
進
捗
状
況
確
認

○
最
新
の
交
通
状
況
に
よ
る
分
析

○
渋
滞
対
策
箇
所
の
効
果
確
認

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
見
直
し

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
短
期
対
策

○
道
路
利
用
者
会
議
等
か
ら
の
渋
滞
対
策
要
望
箇
所
の
検
討

第
20
回
会
議
の
開
催
（Ｒ
1

・
8

・
2
）

H31
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○
当
該
年
度
に
実
施
し
た
対
策
の
状
況

○
次
年
度
に
実
施
す
る
渋
滞
対
策
方
針

○
道
路
利
用
者
会
議
か
ら
の
渋
滞
対
策
要
望
箇
所
の
概
要

第
19
回
会
議
の
開
催
（Ｈ
31

・
3

・
15
）

○
当
該
年
度
に
実
施
し
た
対
策
の
状
況

○
プ
ロ
ー
ブ
デ
ー
タ
移
行
に
つ
い
て

○
渋
滞
対
策
の
進
捗
状
況
確
認

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
見
直
し
（最
新
の
交
通
状
況
に
よ
る
分
析
）

○
渋
滞
対
策
の
進
捗
状
況
確
認

○
渋
滞
対
策
箇
所
の
効
果
確
認

○
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
渋
滞
対
策
の
検
討
状
況

○
道
路
利
用
者
会
議
等
か
ら
の
渋
滞
対
策
要
望
箇
所
の
検
討

○
コ
ロ
ナ
情
勢
に
伴
う
交
通
状
況
分
析

第
21
回
会
議
の
開
催
（Ｒ
2

・
8

・
27
）

R2

○
当
該
年
度
に
実
施
し
た
対
策
の
効
果
検
証

○
次
年
度
に
実
施
す
る
対
策
箇
所
方
針
の
議
論

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
見
直
し

第
22
回
会
議
の
開
催
（Ｒ
3

・
3

・
24
）

R3

○
Ｔ
Ｄ
Ｍ
（交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）施
策
に
関
す
る
検
討

○
バ
ス
デ
ー
タ
の
活
用
方
法
の
検
討

○
道
路
利
用
者
会
議
等
か
ら
の
渋
滞
対
策
要
望
箇
所
の
検
討

○
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
渋
滞
対
策
の
検
討
状
況

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
見
直
し
（最
新
の
交
通
状
況
に
よ
る
分
析
）

○
Ｒ
２
年
度
に
実
施
し
た
対
策
の
状
況

○
第
22
回
委
員
会
意
見
へ
の
対
応

第
23
回
会
議
の
開
催
（Ｒ
4

・
3

・
24
）

R4

○
Ｔ
Ｄ
Ｍ
（交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）施
策
に
関
す
る
検
討

○
バ
ス
デ
ー
タ
の
活
用
方
法
の
検
討

○
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
渋
滞
対
策
の
検
討
状
況

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
見
直
し
（最
新
の
交
通
状
況
に
よ
る
分
析
）

○
第
23
回
委
員
会
意
見
へ
の
対
応

第
24
回
会
議
の
開
催
（Ｒ
4

・
8

・
24
）

○
Ｔ
Ｄ
Ｍ
（交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）施
策
に
関
す
る
検
討

○
道
路
利
用
者
会
議
等
か
ら
の
渋
滞
箇
所
対
策
要
望
箇
所
の
検
討

○
当
該
年
度
に
実
施
し
た
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
渋
滞
対
策
の
報
告

○
次
年
度
に
実
施
す
る
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
渋
滞
対
策
箇
所
方
針
の
議
論

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
見
直
し
（短
期
対
策
を
当
面
未
実
施
と
す
る
箇
所
の
検
討
状
況
）

○
第
24
回
委
員
会
意
見
へ
の
対
応

第
25
回
会
議
の
開
催
（Ｒ
5

・
3
・
14
）

R5

○「今後の高速道路のあり方中間とりまとめ（高速道路のあり方検討有識者委員会、平成23年12月）」において、効率性を阻害する渋滞ボトル
ネック対策の重要性を指摘。

○社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会においても、渋滞対策を含め、道路利用の適正化が議論。
○交通観測技術の進展・普及により、道路交通状況の詳細に係るデータが容易に取得可能となり、観測環境に大きく改善。（ETC2.0データ活用）
○上記課題の状況を継続的に把握・共有するとともに、新たな交通観測データの分析等により効果的な渋滞対策の推進に取り組む。

・・・
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○
Ｔ
Ｄ
Ｍ
（交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）施
策
に
関
す
る
検
討

○
バ
ス
デ
ー
タ
の
活
用
方
法
の
検
討

○
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
渋
滞
対
策
の
検
討
状
況

○
主
要
渋
滞
箇
所
の
見
直
し
（最
新
の
交
通
状
況
に
よ
る
分
析
）

○
第
25
回
委
員
会
意
見
へ
の
対
応

第
26
回
会
議
の
開
催
（Ｒ
5

・
9
・
1
）

R6

○
短
期
対
策
を
当
面
未
対
策
と
す
る
候
補
箇
所
の
検
証
結
果

○
令
和
5
年
度
の
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
対
策
箇
所
（山
梨
県
管
理
9
箇
所
）の
対
策
検
討
状
況

第
27
回
会
議
の
開
催
（Ｒ
6

・
2
・
●
●
）



エリア

区 間

・・・都市部等、混雑区間・箇所が面的に広がっており、
複数路線に跨り複数の主要渋滞箇所を含む区域

・・・交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続しており、
複数の主要渋滞箇所を含む区間

１. 委員会の検討経緯と今回の論点

1-1 これまでの検討経緯

3

【主要渋滞箇所の選定状況】

○山梨県の主要渋滞箇所は246箇所（一般道路）を選定し、平成28年7月に1箇所（（仮称）川中島交差点）、平成29年7月に1箇所（（仮称）新倉１
交差円）を解除。平成30年7月に1箇所（向町中交差点）を追加。現在全245箇所。

■主要渋滞箇所 ■主要渋滞箇所解除一覧

交差点名 箇所住所 対策事業
解除
年度

（仮称）川中島 笛吹市
一宮山梨線バイパス

笛吹橋拡幅
H28

（仮称）新倉1 富士吉田市 吉田河口湖バイパス H27

交差点名 箇所住所 追加原因
追加
年度

向町中 甲府市 大規模商業施設立地 H30

■主要渋滞箇所追加一覧

主要渋滞箇所 集約されるエリア数 集約される区間数 箇所数

２４５箇所
１エリア ２４区間

６５箇所※１１２箇所が
含まれる

※６８箇所が
含まれる

かわ なか じま あら くら

むこう まち なか

かわ なか じま

いちのみや やま なし せん

ふえ ふき ばし

あら くら よし だ かわ ぐち こ

むこう まち なか



１. 委員会の検討経緯と今回の論点

２.第25回委員会意見への対応

３.主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

４.ピンポイント渋滞対策の検討状況

５.バスデータの活用方法の検討

６.ＴＤＭ施策に関する検討

・第25回委員会の内容の振り返り 等

・主要渋滞箇所と令和4年度に完了した各道路管理者の渋滞対策
・コロナ禍における山梨県内の交通状況
・主要渋滞箇所の追加・解除検討及びモニタリングの結果

・優先対策箇所の選定フロー
・ピンポイント渋滞対策の優先度設定と実施状況
・本年度（令和5年度）のピンポイント渋滞対策の検討

・バスデータの活用に関する検討結果を報告

・コロナ禍における交通状況を踏まえたTDMの検討結果を報告

1-2 今回の論点

○今回の論点は大きく5項目

4
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２. 第25回委員会意見への対応

 委員会の検討経緯と今回の論点
 第24回委員会意見への対応
 短期対策を当面未対策とする箇所の検討状況
 ピンポイント渋滞対策の検討状況
 道路利用者会議等からの渋滞対策要望箇所の検討
 ＴＤＭ施策に関する検討
 第26回委員会に向けて

令和 5年3月14日（火） 10時00分～
＜開催日時＞

＜主な審議事項（渋滞対策）＞

山梨県立図書館（多目的ホール）

＜場所＞

第25回委員会の振り返り

第25回委員会の実施状況

■主な意見と対応

＜短期対策を当面未対策とする箇所の検討状況について＞

• 短期対策を当面未対策とする2箇所（国道139号サンスポーツランド入口交差点、国道139号勝山交差点（旧：（仮称）鳴沢村交差点）について、経過観察とすること
で了承。

• 大月バイパスの開通に伴い、都留高校南交差点で渋滞しているため、対策を検討頂きたい。

• 大月市立病院入口交差点周辺が令和5年度対策実施予定とあるが、バイパス開通により、交通が転換したので、対策する必要は特にないと考えている。

＜ピンポイント渋滞対策の検討状況について＞

• 富士山駅前交差点の対策について、時差式信号現示の実施は困難であると考えるため、継続して対策を検討してほしい。
⇒引き続き対策内容について検討 ⇒ 4-5にて説明

• ETC2.0データの旅行速度以外の経路情報などを活用して、面的な交通の変化を捉えることで、有効な対策案を検討いただきたい。

⇒走行経路分析を実施し、有効性を検討 ⇒ 4-5にて説明

＜その他＞

• 山梨県全体の渋滞状況や3指標では捉えきれない急な渋滞発生を把握できる指標を検討してほしい。

⇒前回から引き続き、評価指標を検討しているところである。 ⇒ 今後、報告予定

• 道路事業完了に伴う交通流動の変化を広域的に事前に予測して、渋滞発生の可能性がある箇所について前もって対策を検討頂きたい。

⇒今後、分析の手法を検討する。 ⇒ 今後、報告予定

• AIを利用した信号機の活用事例について。
⇒今後、山梨県警察と調整し、AI信号等のAIを活用した渋滞対策を試験的に導入できる可能性があれば、対策の中で検討する。
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３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

3-1 主要渋滞箇所と令和4年度に完了した各道路管理者の渋滞対策

○令和4年度に開通・完了した事業は5箇所。

路線名 管理者 開通道路・完了事業 開通日

国道20号 国
大月バイパス

全線開通
R4.4.23

国道138号
NEXCO中日本
富士吉田市

富士吉田忍野
スマートIC開通

R4.7.24

国道140号 山梨県

新山梨環状道路
（東部区間）

西下条～落合西IC
開通

R4.11.19

（都）和戸町竜王線
（連雀本通り線）

甲府市

甲府市中央四丁目
～

甲府市相生二丁目
開通

R4.12.15

（市）国玉通り線 甲府市
甲府市国玉町

開通
R4.11.30

■渋滞対策一覧■渋滞対策箇所

エリア

区 間

・・・都市部等、混雑区間・箇所が面的に広がっており、
複数路線に跨り複数の主要渋滞箇所を含む区域

・・・交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続しており、
複数の主要渋滞箇所を含む区間

おおつき

ふ じ よし だ おし の

おち あい にしにし しも じょう

わ ど まち りゅう おう

く だま

れん じゃく
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３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

3-2 コロナ禍における山梨県内の交通状況（H30に対するR2～R4の昼間12時間交通量比較）

○令和２年は、コロナ流行による緊急事態宣言時に、平日・休日ともに交通量が著しく減少。
○令和３～４年は、Ｒ２年と比べ交通量が著しく減少する月はなく、概ね９割程度を推移し、回復傾向にある。
○今回のモニタリングは、第24回と同様に暦年(１～１２月)で実施するとして問題ないと判断。

【出典】 H30.1～H30.12、R2.1～R4.12の直轄トラカンデータより

【直轄トラカン設置箇所】 ■直轄トラカン10箇所の各月における昼間１２時間平均交通量の比較（対H３0年比・全車種）

①大月②笹子
③甲府

⑤白洲

④竜王

⑦山中

⑥鳴沢
⑩南アルプス

⑨上暮地

⑧山中湖平野

12
時
間
交
通
量
の
各
月
に
お
け
る
変
化

(対
H
30
年
比
)

12
時
間
交
通
量
の
各
月
に
お
け
る
変
化

(対
H
30
年
比
)

※山梨県内の直轄トラカン計14箇所のうち、
H30時点で未供用の箇所は除外
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68% 67%
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7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
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7月 8月 9月 10月11月12月

1
2
時

間
交
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量
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各

月
に

お
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（
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H
3
0
年

比
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大月 笹子 甲府 竜王 白州 鳴沢 山中 山中湖平野 上暮地 南アルプス 10地点平均

R2.4.7～5.25

緊急事態宣言（1都3県）

R3.1.7～3.21

緊急事態宣言（1都3県）

R3.7.27～29

台風8号

R3.8.20～9.12

まん延防止措置（山梨県）

R3.7.22～9.5

東京オリパラ

休 日
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け

る
変

化

（
対

H
3
0
年

比
）

大月 笹子 甲府 竜王 白州 鳴沢 山中 山中湖平野 上暮地 南アルプス 10地点平均

R2.4.7～5.25

緊急事態宣言（1都3県）

R3.1.7～3.21

緊急事態宣言（1都3県）

R3.7.27～29

台風8号

R3.8.20～9.12

まん延防止措置（山梨県）

R3.7.22～9.5

東京オリパラ

平 日

No. 地点名 路線

① 大月

国道20号

② 笹子

③ 甲府

④ 竜王

⑤ 白州

⑥ 鳴沢 国道139号

⑦ 山中 国道138号

⑧ 山中湖平野 国道138号

⑨ 上暮地 国道139号

⑩ 南アルプス 国道52号



３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

3-3 主要渋滞箇所の追加・解除検討およびモニタリングの結果 ①追加検討

○平成24年度に主要渋滞箇所246箇所を選定。平成28年度と平成29年度に2箇所を解除し、平成30年度に1箇所追
加。平成30年度以降は、追加・解除に該当する箇所はなく、現在主要渋滞箇所は245箇所。

○今年度においても、主要渋滞箇所の追加・解除について検討。

うち5箇所
はR３年に
事業完了

未事業（2箇所）

3指標※１の基準を
すべてクリア

18箇所

平成24年度主要渋滞箇所（246箇所）

事業状況
事業完了

YES

ＮO

227箇所

3箇所

YES NO

未
事
業
の
箇
所

事
業
中
の
箇
所

2箇所
事
業
完
了
の
箇
所

平成30年度追加（１箇所）

事業中（10箇所）
未事業（5箇所）

15箇所

道路利用者へ
のヒアリング※2

YES

2箇所

事業状況

当面
未対策

課題
なし

課題
あり

9箇所

事業完了
により事業効果

を確認

YES

ＮO

【選定方法】

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

3年連続で3指標※1の
基準をすべてクリア

事業完了から
３年経過

⑨ ➉

平成28・29年度解除（2箇所）

1箇所

43箇所

解除
検討

6箇所
事業中
（7箇所）

経過
観察

令和5年度追加（0箇所）

うち3箇所は

事業中

令和5年度主要渋滞箇所（245箇所）

３-５にて詳述 ３-７にて詳述 ３-７にて詳述３-６にて詳述
（ヒアリングを実施し、④⑤の箇所数を判断）

事業状況

ＮO

うち1箇所
R3年

事業完了

【※2：ヒアリング】
・ヒアリング対象者
交通管理者、トラック・バス・タクシー協会、自治体など

【※1：３指標】
①平日昼間１２時間平均速度が２０㎞/h以下
②平日朝夕（６～１０時、１６～２０時）の
時間帯旅行速度の最低速度が２０㎞/h以下

③休日の月別昼間１２時間旅行速度のうち、昼間１２
時間の旅行速度が最低の月が２０㎞/h以下

３-３にて詳述

8



9

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

3-4 主要渋滞箇所の追加検討

○主要渋滞箇所の追加有無に関しては、第18回委員会（H30.7.26）より導入された、下記の条件に該当する場合に
おいて追加を検討する。

事業完了による
周辺状況変化に伴う追加有無

大規模小売店舗開店による
周辺状況変化に伴う追加有無

追加
検討の
条件

① 前々年（令和3年）に完了した事業が
存在すること

② 上記①の事業の周辺に
信号交差点が存在すること

③ 上記②の信号交差点周辺において、
事業完了後に状況が
悪化していること

① 前々年（令和3年）に開店した
大規模商業施設が存在すること

② 上記①の店舗の周辺に
信号交差点が存在すること

③ 上記②の信号交差点周辺において、
店舗開店後に状況が
悪化していること

■主要渋滞箇所の追加有無に関する条件



10

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

3-4 主要渋滞箇所の追加検討
（1）事業完了による周辺状況変化に伴う追加の検討

○令和3年に完了した事業は2事業。
○対象となる2事業について、 データ分析の結果、追加の必要はない。

■令和3年に事業完了した路線の状況■令和3年に事業完了した路線の位置

道路
管理者

路線名 箇所名 市町村 開通日
追加の条件

結論
① ② ③

1 山梨県 （主）富士川身延線
身延インター

アクセス
身延町 R3.8.29 ○ ○ ×

信号交差点で速度低下が
なく、追加の必要なし。

2 山梨県 （一）高瀬福士線 町屋バイパス 南部町 R3.5.27 ○ ○ ×
信号交差点で速度変化が
なく、追加の必要なし。

凡例

事業完了箇所
1

2

追加検討の条件

① 前々年（令和3年）に完了した事業が存在すること

② 上記①の事業の周辺に信号交差点が存在すること

③ 上記②の信号交差点周辺において、事業完了後に状況が悪化していること

みのぶ
ふ じ かわ み のぶ

たか せ ふく し まち や

役所・役場

高速道路
一般国道
主要地方道
県道
鉄道(新幹線)
鉄道（JR）
鉄道（JR以外）

平均標高

～200

～400

～600

～800

～1000

～1200

1200 ～



撮影：令和5年7月

至 中部横断道

至 身延駅

（主）富士川身延線
身延インターアクセス
R3.8.29 全線開通

身延山I.C入口

○令和3年8月に中部横断自動車道山梨～静岡間全線開通、（主）富士川身延線身延インターアクセスが整備完了。
○データ分析の結果、信号交差点で開通前後で速度変化していない状況のため、追加の必要はない。

11

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

ちゅう ぶ おう だん じ どう しゃ どう ふ じ かわ み のぶ

■写真：身延インターアクセスの整備

（主）富士川身延線
身延インターアクセス
R3.8.29 全線開通

至 南アルプス市

至 静岡市

出典）中部横断自動車道2021年8月29日16時全線開通へ：関東地方整備局

3-4 主要渋滞箇所の追加検討
（1）事業完了による周辺状況変化に伴う追加の検討

➀（主）富士川身延線 身延インターアクセス
ふ じ かわ み のぶ み のぶ

み のぶ

■位置図

（主）富士川身延線
身延インターアクセス

■指標2 平日朝夕ピーク最低速度状況の変化

凡例

信号交差点

データ）ETC2.0プローブ（R2.9～12 平日） データ）ETC2.0プローブ（R4.1～12 平日）

整備前 整備後

凡例

信号交差点

身延山I.C入口 身延山I.C入口

20km/h未満に
低下していない

■身延山IC入口交差点

E52

至 静岡市

至 甲府市

身延町

至 南部町

至 市川三郷町

E52E52



南部町役場入口南部町役場入口

（一）高瀬福士線
町屋バイパス

R3.5.27 全線開通

南部町役場入口

撮影：令和5年7月

至 中部横断道

至 身延駅

○令和3年5月に（一）高瀬福士線町屋バイパスが整備完了。
○データ分析の結果、信号交差点は開通前後で速度変化していない状況のため、追加の必要はない。

12

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

たか せ ふく し まち や

3-4 主要渋滞箇所の追加検討
（1）事業完了による周辺状況変化に伴う追加の検討

②（一）高瀬福士線 町屋バイパス
たか せ ふく し まち や

■位置図

■指標2 平日朝夕ピーク最低速度状況の変化

凡例

信号交差点

データ）ETC2.0プローブ（R2.9～12 平日） データ）ETC2.0プローブ（R4.1～12 平日）

整備前 整備後

凡例

信号交差点

■町屋バイパスの状況

（一）高瀬福士線
町屋バイパス

■標準断面図

整備前と
変化なし

撮影：令和5年7月

至 国道52号

町屋バイパス

路肩 車道 路肩

6.0m

5.0m0.5m 0.5m

2.5m 0.5m 5.5m 0.75m
路肩 路肩車道歩道

9.25m

整備前

整備後

E52

至 静岡市

至

甲
府
市

南部町

至 身延町

至

静
岡
市

E52



凡例

新設大型

小売店舗

役所・役場

高速道路
一般国道
主要地方道
県道
鉄道(新幹線)
鉄道（JR）
鉄道（JR以外）

平均標高

～200

～400

～600

～800

～1000

～1200

1200 ～

13

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

3-4 主要渋滞箇所の追加検討
（2）大規模小売店舗開店による周辺状況変化に伴う追加の検討

○令和3年度に開店した大規模小売店舗は4箇所。
○対象となる4箇所周辺について、データ分析の結果、追加の必要はない。

■令和3年に開店した大規模小売店舗の状況■令和3年に開店した大規模小売店舗の位置

路線名 市町村 店舗名
店舗面積

（m2）
開店日

追加の条件
結論

① ② ③

1 国道20号 笛吹市
クスリのアオキ

石和広瀬店
1,383 R3.3.23 ○ ○ ×

新設前後で速度
変化がなく、追加

の必要性なし

2 国道358号 甲府市
ディスカウントドラッグコスモス

中小河原店
1,518 R3.12.28 ○ ○ ×

新設前後で速度
変化がなく、追加

の必要性なし

3
（主）甲府南
アルプス線

中巨摩郡
昭和町

ディスカウントドラッグコスモス
甲府アルプス通り店

1,356 R3.8.25 ○ ○ ×
新設前後で速度
変化がなく、追加

の必要性なし

4
（主）甲府市川

三郷線
中巨摩郡
昭和町

クスリのアオキ
河東中島店

1,303 R3.12.14 ○ ○ ×
新設前後で速度
変化がなく、追加

の必要性なし

追加検討の条件

① 前々年（令和3年）に開店した大規模商業施設が存在すること

② 上記①の店舗の周辺に信号交差点が存在すること

③ 上記②の信号交差点周辺において、店舗開店後に状況が悪化していること

み さと

資料）山梨県HP「大規模小売店舗立地法の届け出状況 新設届出（法第5条第1項）」より選定

1

２

4

3

こう ふ みなみ

こう ふ いちかわ
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３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

3-4 主要渋滞箇所の追加検討
（2）大規模小売店舗開店による周辺状況変化に伴う追加の検討

①国道20号 クスリのアオキ石和広瀬店（笛吹市）

○令和3年3月、国道20号沿線にドラックストア（店舗面積1,383m2）が新規開店。
○データ分析の結果、新設前後で周辺の速度状況に変化がないため、追加の必要はない。

路線名 店舗名 開店日 店舗面積

国道20号
クスリのアオキ

石和広瀬店
R3.3.23 1,383m2

主要渋滞箇所
主な信号交差点

②
①

いさ わ ひろ せ

■指標1 平日昼間12時間平均速度状況の変化

■位置図

クスリのアオキ
国道20号

クスリのアオキ
石和広瀬店

データ）ETC2.0プローブ（R2.9～12 平日） データ）ETC2.0プローブ（R4.1～12 平日）

整備前 整備後

主要渋滞箇所
主な信号交差点

主要渋滞箇所
主な信号交差点

新設前と
変化なし

■新設店舗周辺の交通状況

撮影：令和5年7月

撮影：令和5年7月

至 韮崎市

至 大月市

至 大月市

至 韮崎市

至

韮
崎
市

至

大
月
市

甲府市

笛吹市



②

①
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３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

3-4 主要渋滞箇所の追加検討
（2）大規模小売店舗開店による周辺状況変化に伴う追加の検討

②国道385号 ディスカウントドラッグコスモス中小河原店（甲府市）

○令和3年12月、国道385号沿線にドラックストア（店舗面積1,581m2）が新規開店。
○データ分析の結果、新設前後で周辺の速度状況に変化がないため、追加の必要はない。

路線名 店舗名 開店日 店舗面積

国道385号
ディスカウントドラッグ
コスモス中小河原店

R3.12.28 1,581m2

主要渋滞箇所
主な信号交差点

なか こ が わら

■指標1 平日昼間12時間平均速度状況の変化

■位置図

国道385号
ディスカウントドラッグコスモス

中小河原店

データ）ETC2.0プローブ（R2.9～12 平日） データ）ETC2.0プローブ（R4.1～12 平日）

整備前 整備後

主要渋滞箇所
主な信号交差点

主要渋滞箇所
主な信号交差点

新設前と
変化なし

■新設店舗周辺の交通状況

撮影：令和5年7月

撮影：令和5年7月

至

韮
崎
市

至

笛
吹
市

至 甲府駅

至 中道

甲府市

至 甲府駅

至 中道

至 中道

至 甲府駅



②
①
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３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

3-4 主要渋滞箇所の追加検討
（2）大規模小売店舗開店による周辺状況変化に伴う追加の検討

③（主）甲府南アルプス線 ディスカウントドラッグコスモス甲府アルプス通り店（昭和町）

○令和3年8月、（主）甲府南アルプス線沿線にドラックストア（店舗面積1,356m2）が新規開店。
○データ分析の結果、新設前後で周辺の速度状況に変化がないため、追加の必要はない。

路線名 店舗名 開店日 店舗面積

（主）甲府南
アルプス線

ディスカウントドラッグ
コスモス

甲府アルプス通り店
R3.8.25 1,356m2

主要渋滞箇所
主な信号交差点

こう ふ みなみ

■指標1 平日昼間12時間平均速度状況の変化

■位置図

（主）甲府南アルプス線
ディスカウントドラッグコスモス

甲府アルプス通り店

データ）ETC2.0プローブ（R2.9～12 平日） データ）ETC2.0プローブ（R4.1～12 平日）

整備前 整備後

主要渋滞箇所
主な信号交差点

新設前と
変化なし

■新設店舗周辺の交通状況

撮影：令和5年7月

撮影：令和5年7月

至

韮
崎
市

至

甲
府
駅

至 韮崎市

甲府市

至 国道20号

至 昇仙峡

至 昇仙峡

至 国道20号

こう ふ

こう ふ みなみ

昭和町

主要渋滞箇所
主な信号交差点



②
①
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３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

3-4 主要渋滞箇所の追加検討
（2）大規模小売店舗開店による周辺状況変化に伴う追加の検討

④（主）甲府市川三郷線 クスリのアオキ河東中島店（昭和町）

○令和3年12月、（主）甲府市川三郷線沿線にドラックストア（店舗面積1,303m2）が新規開店。
○データ分析の結果、新設前後で周辺の速度状況に変化がないため、追加の必要はない。

路線名 店舗名 開店日 店舗面積

（主）甲府市川
三郷線

クスリのアオキ
河東中島店

R3.12.14 1,303m2

■指標1 平日昼間12時間平均速度状況の変化

■位置図

（主）甲府市川三郷線
クスリのアオキ
河東中島店

データ）ETC2.0プローブ（R2.9～12 平日） データ）ETC2.0プローブ（R4.1～12 平日）

整備前 整備後

新設前と
変化なし

■新設店舗周辺の交通状況

撮影：令和5年7月

撮影：令和5年7月

至 甲府市

至 市川三郷町

至 市川三郷町

至 甲府市

昭和町

こう ふ いち かわ み さと か とう なか じま

こう ふ いち かわ み さと

中央市

至 甲斐市 至 甲府市

至 市川三郷町

主要渋滞箇所
主な信号交差点

主要渋滞箇所
主な信号交差点

主要渋滞箇所
主な信号交差点



３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

○ETC2.0プローブデータによる速度算出と事業完了状況より、各箇所にてモニタリングを実施。
○事業完了から3年経過し、本年度（令和5年度）に解除を検討する箇所は2箇所。【フロー①② 】
○3年連続基準を上回り、事業状況が未事業の箇所の2箇所について、交通管理者やトラック・バス・タクシー協会、

自治体などにヒアリングを実施予定。【フロー④⑤ 】
○令和3年に事業完了した箇所は5箇所。【フロー③⑧ 】

18

うち4箇所
はR3年に
事業完了

未事業（2箇所）

3指標※1の基準を
すべてクリア

18箇所

平成24年度主要渋滞箇所（246箇所）

事業状況
事業完了

YES

ＮO

227箇所

3箇所

YES NO

未
事
業
の
箇
所

事
業
中
の
箇
所

2箇所
事
業
完
了
の
箇
所

平成30年度追加（1箇所）

事業中（10箇所）
未事業（5箇所）

15箇所

道路利用者へ
のヒアリング※2

YES

2箇所

事業状況

当面
未対策

課題
なし

課題
あり

9箇所

事業完了
により事業効果

を確認

YES

ＮO

【選定方法】

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

3年連続で3指標※1の
基準をすべてクリア

事業完了から
3年経過

⑨ ➉

平成28・29年度解除（2箇所）

1箇所

43箇所

解除
検討

6箇所
事業中
（7箇所）

経過
観察

令和5年度追加（0箇所）

うち3箇所は

事業中

令和5年度主要渋滞箇所（245箇所）
3-3にて詳述

3-5にて詳述 3-7にて詳述 3-7にて詳述3-6にて詳述
（ヒアリングを実施し、④⑤の箇所数を判断）

事業状況

ＮO

うち1箇所
はR3年に
事業完了

【※1：3指標】
①平日昼間12時間平均速度が2０㎞/h以下
②平日朝夕（6～1０時、16～2０時）の
時間帯旅行速度の最低速度が2０㎞/h以下

③休日の月別昼間12時間旅行速度のうち、昼間12
時間の旅行速度が最低の月が2０㎞/h以下

【※2：ヒアリング】
・ヒアリング対象者
交通管理者、トラック・バス・タクシー協会、自治体など

3-5 主要渋滞箇所の追加・解除検討およびモニタリングの結果 ②主要渋滞箇所の見直し



○事業完了から3年経過した主要渋滞箇所は2箇所。
○主要渋滞箇所の解除検討/経過観察は、解除検討フローで分析、検証して判断。

データによる
検証

■主要渋滞箇所の解除検討フロー

現地踏査
による検証

次回委員会
にて審議

①解除

評価指標とその判断方法

YES

YES

YES

モニタリングでフロー①②に該当

NO

NO

NO

②経過観察

検証の着眼点

安定して課題解消に至っているか
を確認する。
評価指標：3か年の方向別の3指標。
判断方法：基準（20km/h）を超過。

選定時の3指標から見て取れる課
題が事業完了によって解消してい
るのか、現地にて確認する。

箇所名 市町村 路線名 道路管理者 対策事業 開通日

1 西関東道路入口 山梨市 国道140号 山梨県
西関東連絡道路

（甲府山梨道路Ⅱ期）
H30.3.21

2 砂田橋南 甲府市 国道411号 山梨県 城東バイパスII期 H29.8.9

1

2

3-5 主要渋滞箇所の追加・解除検討およびモニタリングの結果 ②主要渋滞箇所の見直し

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

にし かん とう どう ろ いり ぐち

すな だ はし みなみ

にし かん とう れん らく どう ろ

じょう とう

■該当する主要渋滞箇所の位置

19



指標①
平日昼間12時間平均速度

指標②
平日朝夕ピークの最低速度

指標③
休日の月別昼間12時間の最低月速度

A

B

C

3-5 事業完了から3年経過した主要渋滞箇所の検証【フロー①②】
（1）国道140号 西関東道路入口（山梨市）

○平成30年3月21日に一般国道140号西関東連絡道路（甲府山梨道路Ⅱ期区間）が開通。
○データによる検証の結果、3か年の方向別の3指標について、指標②③で基準を上回っていない年があり、安定し

て課題解消に至ったと言えないことから、経過観察とすることを提案。

■位置図

対象箇所

対象箇所

開通後開通後 開通後

開通後 開通後

開通後

A

至

山
梨
市
駅

至 甲州市塩山

至 笛吹市

B
C

【出典】：民間プローブデータ 【選定時】指標②は平成22年9月～11月、指標③は平成22年3月～平成23年2月

（指標③：高速道路無料化実験区間との並走区間は平成22年7月～平成23年3月を除く）

：ETC2.0プローブデータ 【R2】令和2年9月～12月、 【R3】令和3年1月～12月、【R4】令和4年1月～12月

選定理由：データ選定

開通後

開通後

開通後

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

にし かん とう どう ろ いり ぐち

にし かん とう れん らく どう ろ こう ふ やま なし どう ろ

■旅行速度(3指標)の推移

西関東道路入口

■広域図

平成30年3月21日開通 L=3.9km
西関東連絡道路

甲府山梨道路Ⅱ期至 甲府市 笛吹市

至 埼玉県

■交通状況

対象箇所

①

②

至 甲州市塩山
至 山梨市駅

至 笛吹市

至 甲州市塩山
撮影：令和5年7月 撮影：令和5年7月
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指標①
平日昼間12時間平均速度

指標②
平日朝夕ピークの最低速度

指標③
休日の月別昼間12時間の最低月速度

A

B

3-5 事業完了から3年経過した主要渋滞箇所の検証【フロー①②】
（2）国道411号 砂田橋南（甲府市）

○平成29年8月9日に国道411号城東バイパス（城東バイパスⅡ期）が開通。
○データによる検証の結果、3か年の方向別の3指標について、全指標で基準を上回っていない年があり、安定して

課題解消に至ったと言えないことから、経過観察とすることを提案。

対象箇所

対象箇所

開通後 開通後

開通後 開通後 開通後

A

B

至

石
和
温
泉
駅

至 国道20号

選定理由：パブコメ

開通後

城東バイパス

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

すな だ はし みなみ

じょう とう じょう とう

じょう とう

城東バイパス
じょう とう

■旅行速度(3指標)の推移

砂田橋南

平成29年8月9日開通
L=770m

城東バイパスⅡ期

至

韮
崎
市

至

笛
吹
市

■交通状況

注）選定時の朝夕ピーク時速度が20km/h以上で平日昼間12時間平均速度より高い場合はデータサンプル数が不充分と考え

平日12時間平均速度で代替。

【出典】：民間プローブデータ 【選定時】指標②は平成22年9月～11月、指標③は平成22年3月～平成23年2月

（指標③：高速道路無料化実験区間との並走区間は平成22年7月～平成23年3月を除く）

：ETC2.0プローブデータ 【R2】令和2年9月～12月、 【R3】令和3年1月～12月、【R4】令和4年1月～12月

■位置図 ■広域図

②

①

至 石和温泉駅
至 国道20号

撮影：令和5年7月 撮影：令和5年7月
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■該当する主要渋滞箇所の位置

3-6 短期対策を当面未対策とする候補箇所の検証【フロー④⑤】
○事業状況が事業中、未事業の箇所のうち、3年連続で3指標の基準をすべてクリアした主要渋滞箇所は9箇所。
○そのうち、未事業である2箇所（選定フローの④⑤に該当）について、短期対策の検討可否を判断。

【候補箇所】サンスポーツランド入口（都留市）、玉諸神社北（甲府市）

■該当する主要渋滞箇所の状況

箇所名 市町村 路線名
道路

管理者
選定
フロー

事業状況

1 横根 甲府市 （主）甲府韮崎線 山梨県 ⑥ 事業中

2 サンスポーツランド入口 都留市 国道139号 国交省 ④⑤ 未事業

3 大田和 鳴沢村 国道139号 国交省 ⑥ 事業中

4 大屋敷 甲斐市 （主）甲府韮崎線 山梨県 ⑥ 事業中

5 勝山 鳴沢村 国道139号 国交省 ⑥ 事業中

6 舞鶴城公園前 甲府市 国道139号 山梨県 ⑥ 事業中

7 西高橋 甲府市 国道20号 国交省 ⑥ 事業中

8 玉諸神社北 甲府市 国道411号 山梨県 ④⑤ 未事業

9 （仮称）市部 笛吹市 （一）小石和市部線 山梨県 ⑥ 事業中

2

3

4

8

1

5

6

7

9

3年連続で3指標の基準を
すべて上回る箇所（20km/h超）

9箇所

道路管理者 箇所数

国土交通省 4箇所

山梨県 5箇所

合計 9箇所

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

いり ぐち たま もろ じん じゃ きた

よこ ね

いり ぐち

おお だ わ

おお や しき

かつ やま

まい づる じょう こう えん まえ

にし たか はし

たま もろ じん じゃ きた

いち べ

こう ふ にら さき せん

こう ふ にら さき せん

こ いさ わ いち べ せん 22



指標①
平日昼間12時間平均速度

指標②
平日朝夕ピークの最低速度

指標③
休日の月別昼間12時間の最低月速度

A

B

対象箇所

対象箇所

■旅行速度(3指標)の推移

A

B

3-6 短期対策を当面未対策とする候補箇所の検証【フロー④⑤】
（1）国道139号 サンスポーツランド入口（都留市）

○直近3年間（R2～R4）のモニタリングによると、各方向で基準を上回っている。
○令和4年度第25回検討会では、時期や時間帯により渋滞しているというヒアリング結果を受け、観光交通回復に

よる交通混雑激化の可能性より、令和4年度では課題ありと判断し、経過観察とした。
○今年度も同様に、現在の交通状況について関係機関にヒアリングを実施予定。次回委員会にて結果を報告。

選定理由：データ選定

サンスポーツランド入口

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

いり ぐち

至
西
桂
町

至
大
月
駅

至 都留市

至

東
京
都

至

笛
吹
市

■交通状況

【出典】：民間プローブデータ 【選定時】指標②は平成22年9月～11月、指標③は平成22年3月～平成23年2月

（指標③：高速道路無料化実験区間との並走区間は平成22年7月～平成23年3月を除く）

：ETC2.0プローブデータ 【R2】令和2年9月～12月、 【R3】令和3年1月～12月、【R4】令和4年1月～12月

■位置図 ■広域図

① ②

至 西桂町

至 大月市 至 西桂町

至 大月市

撮影：令和4年7月 撮影：令和4年7月
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指標①
平日昼間12時間平均速度

指標②
平日朝夕ピークの最低速度

指標③
休日の月別昼間12時間の最低月速度

A

B

対象箇所

対象箇所

3-6 短期対策を当面未対策とする候補箇所の検証【フロー④⑤】
（2）国道411号 玉諸神社北【旧：国玉町北】（甲府市）

A

B

城東バイパス

城東バイパス

選定理由：パブコメ

○直近3年間（R2～R4）のモニタリングによると、各方向で基準を上回っている。
○今後、交通状況について関係機関にヒアリングを実施予定。次回委員会にて結果を報告。

玉諸神社北

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

たま もろ じん じゃ きた く だま ちょう きた

■旅行速度(3指標)の推移

至

石
和
温
泉
駅

至

甲
府
市
街

平成29年8月9日開通
L=770m

城東バイパスⅡ期

至

韮
崎
市 至

笛
吹
市

じょう とう

じょう とう

■交通状況

【出典】：民間プローブデータ 【選定時】指標②は平成22年9月～11月、指標③は平成22年3月～平成23年2月

（指標③：高速道路無料化実験区間との並走区間は平成22年7月～平成23年3月を除く）

：ETC2.0プローブデータ 【R2】令和2年9月～12月、 【R3】令和3年1月～12月、【R4】令和4年1月～12月

■位置図 ■広域図

①

②

至 石和温泉駅

至 甲府市街 至 石和温泉駅

至 甲府市街

撮影：令和5年7月 撮影：令和5年7月
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3-7 事業完了（令和3年）した主要渋滞箇所の検証【フロー③⑧】

○主要渋滞箇所のうち、事業完了・事業中箇所が約7割（事業完了箇所46箇所＋事業中箇所130箇所）。
○事業完了箇所46箇所のうち、令和3年に事業完了した箇所は5箇所。
○そこで、事業完了による効果検証は5箇所で実施。

■事業進捗状況
1つの交差点に対し、複数の事業が対策として挙げられている場合は、
全ての事業が完了した場合に「事業完了」と判断する。

■事業完了の主要渋滞箇所 46箇所

■事業中箇所 130箇所

■未事業箇所 ⇒69箇所

■事業完了の考え方

【事業②】
都留バイパス
⇒事業中都留文大入口

【事業①】
右折レーン延伸
⇒Ｒ2年3月完了

〇都留文大入口交差点の例

都留文大入口交差点に対して、
【事業①】右折レーン延伸は事業
完了したが、【事業②】都留バイパ
スは事業中のため、事業中箇所と
して計上。

至

富
士
吉
田
市

至 道志村

至

大
月
市

令和3年に事業完了
した箇所は5箇所

46箇所

69箇所

17.1％

29.8％

※令和5年7月時点

主要渋滞箇所
245箇所※

※令和5年7月
時点

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）



■交通状況

指標①
平日昼間12時間平均速度

指標②
平日朝夕ピークの最低速度

指標③
休日の月別昼間12時間の最低月速度

A

B

○国道52号に並行する中部横断自動車道は、平成31年3月10日に下部温泉早川IC～中富ICが部分開通し、令和3
年8月29日の南部IC～下部温泉早川IC開通により全線開通している。

○3か年（R2～R4）の方向別の3指標について、全指標で基準を上回っている。

対象箇所

3-7 事業完了（令和3年）した主要渋滞箇所の検証【フロー③⑧】
（1）国道52号 身延町役場入口（身延町）

至
韮
崎
市

至
静
岡

A

B

選定理由：パブコメ

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後 全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

身延町役場入口

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

み のぶ ちょう やく ば いり ぐち

ちゅう ぶ おう だん じ どう しゃ どう しも べ おん せん はや かわ なか とみ

なん ぶ

■旅行速度(3指標)の推移

至静岡市

至 南アルプス市

① 平成31年3月10日開通 L=8.4km
中部横断自動車道

六郷IC～下部温泉早川IC

② 令和3年8月29日開通 L=13.2km
中部横断自動車道

下部温泉早川IC～南部IC

③ 平成31年11月17日開通 L=6.7km
中部横断自動車道
南部IC～富沢IC

①

②

③

■位置図 ■広域図

①
②

至 韮崎市

至 静岡

至 静岡

至 韮崎市

撮影：令和3年11月 撮影：令和3年11月
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町
道

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

注）選定時の朝夕ピーク時速度が20km/h以上で平日昼間12時間平均速度より高い場合はデータサンプル数が不充分と考え

平日12時間平均速度で代替。

【出典】：民間プローブデータ 【選定時】指標②は平成22年9月～11月、指標③は平成22年3月～平成23年2月

（指標③：高速道路無料化実験区間との並走区間は平成22年7月～平成23年3月を除く）

：ETC2.0プローブデータ 【R2】令和2年9月～12月、 【R3】令和3年1月～12月、【R4】令和4年1月～12月



指標①
平日昼間12時間平均速度

指標②
平日朝夕ピークの最低速度

指標③
休日の月別昼間12時間の最低月速度

A

B

C

D

3-7 事業完了（令和3年）した主要渋滞箇所の検証【フロー③⑧】
（2）国道52号 新万沢橋北詰（南部町）

○国道52号に並行する中部横断自動車道は、平成31年11月17日に富沢IC～南部ICが部分開通し、令和3年8月29
日の南部IC～下部温泉早川IC開通により全線開通している。

○3か年（R2～R4）の方向別の3指標について、D方向で基準を上回っていない年がある。

対象箇所対象箇所

至 万沢

至

静
岡
市

至

身
延
町

至

富
士
宮
市

A
B

C

D

選定理由：パブコメ

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後 全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後 全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

新万沢橋北詰

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

しん まん ざわ ばし きた づめ

ちゅう ぶ おう だん じ どう しゃ どう とみ ざわ なん ぶ

しも べ おん せん はや かわ

■旅行速度(3指標)の推移

至静岡市

至 南アルプス市

① 平成31年3月10日開通 L=8.4km
中部横断自動車道

六郷IC～下部温泉早川IC

② 令和3年8月29日開通 L=13.2km
中部横断自動車道

下部温泉早川IC～南部IC

③ 平成31年11月17日開通 L=6.7km
中部横断自動車道
南部IC～富沢IC

①

②

③

■位置図 ■広域図

■交通状況

①

②

至 静岡市

至 身延町
至 静岡市

至 身延町

撮影：令和3年11月 撮影：令和3年11月
27

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

注）選定時の朝夕ピーク時速度が20km/h以上で平日昼間12時間平均速度より高い場合はデータサンプル数が不充分と考え
平日12時間平均速度で代替。

【出典】：民間プローブデータ 【選定時】指標②は平成22年9月～11月、指標③は平成22年3月～平成23年2月
（指標③：高速道路無料化実験区間との並走区間は平成22年7月～平成23年3月を除く）

：ETC2.0プローブデータ 【R2】令和2年9月～12月、 【R3】令和3年1月～12月、【R4】令和4年1月～12月

デ
ー
タ
な
し

デ
ー
タ
な
し



指標①
平日昼間12時間平均速度

指標②
平日朝夕ピークの最低速度

指標③
休日の月別昼間12時間の最低月速度

A

B

C

3-7 事業完了（令和3年）した主要渋滞箇所の検証【フロー③⑧】
（3）国道52号 切石駐在所入口（身延町）

○国道52号に並行する中部横断自動車道は、平成31年3月10日に中富IC～六郷ICが部分開通し、令和3年8月29
日の南部IC～下部温泉早川IC開通により全線開通している。

○3か年（R2～R4）の方向別の3指標について、C方向で基準を上回っていない年がある。

対象箇所対象箇所

至 久那土駅

至

韮
崎
市

至

静
岡

A

B

C

選定理由：パブコメ■旅行速度(3指標)の推移

切石駐在所入口

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後 全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

きり いし ちゅう ざい しょ いり ぐち

ちゅう ぶ おう だん じ どう しゃ どう

しも べ おん せん はや かわ

なか とみ ろく ごう

なん ぶ

至静岡市

至 南アルプス市

① 平成31年3月10日開通 L=8.4km
中部横断自動車道

六郷IC～下部温泉早川IC

② 令和3年8月29日開通 L=13.2km
中部横断自動車道

下部温泉早川IC～南部IC

③ 平成31年11月17日開通 L=6.7km
中部横断自動車道
南部IC～富沢IC

①

②

③

■位置図 ■広域図

■交通状況
①②

至 静岡

至 韮崎市

至 韮崎市

至 静岡

撮影：令和3年11月 撮影：令和3年11月
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全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

注）選定時の朝夕ピーク時速度が20km/h以上で平日昼間12時間平均速度より高い場合はデータサンプル数が不充分と考え

平日12時間平均速度で代替。

【出典】：民間プローブデータ 【選定時】指標②は平成22年9月～11月、指標③は平成22年3月～平成23年2月

（指標③：高速道路無料化実験区間との並走区間は平成22年7月～平成23年3月を除く）

：ETC2.0プローブデータ 【R2】令和2年9月～12月、 【R3】令和3年1月～12月、【R4】令和4年1月～12月

デ
ー
タ
な
し

デ
ー
タ
な
し

デ
ー
タ
な
し



指標①
平日昼間12時間平均速度

指標②
平日朝夕ピークの最低速度

指標③
休日の月別昼間12時間の最低月速度

A

B

C

3-7 事業完了（令和3年）した主要渋滞箇所の検証【フロー③⑧】
（4）国道52号 （仮称）下山（身延町）

○国道52号に並行する中部横断自動車道は、平成31年3月10日に下部温泉早川IC～中富ICが部分開通し、令和3
年8月29日の南部IC～下部温泉早川IC開通により全線開通している。

○3か年（R2～R4）の方向別の3指標について、C方向で基準を上回っていない年がある。

対象箇所対象箇所

至

峡
南
地
域
工
業
団
地

至 静岡

至 富士川町

A

B

C

選定理由：パブコメ■旅行速度(3指標)の推移

（仮称）下山

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後 全線開通後部分開通後 全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後 全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後全線開通後部分開通後全線開通後部分開通後

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

ちゅう ぶ おう だん じ どう しゃ どう しも べ おん せん はや かわ なか とみ

なん ぶ

しも やま

至静岡市

至 南アルプス市

① 平成31年3月10日開通 L=8.4km
中部横断自動車道

六郷IC～下部温泉早川IC

② 令和3年8月29日開通 L=13.2km
中部横断自動車道

下部温泉早川IC～南部IC

③ 平成31年11月17日開通 L=6.7km
中部横断自動車道
南部IC～富沢IC

①

②

③

【出典】：民間プローブデータ 【選定時】指標②は平成22年9月～11月、指標③は平成22年3月～平成23年2月

（指標③：高速道路無料化実験区間との並走区間は平成22年7月～平成23年3月を除く）

：ETC2.0プローブデータ 【R2】令和2年9月～12月、 【R3】令和3年1月～12月、【R4】令和4年1月～12月

■位置図 ■広域図

■交通状況①

②

至 静岡

至 富士川町 至 静岡

至 富士川町

撮影：平成27年1月 撮影：平成27年1月
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指標①
平日昼間12時間平均速度

指標②
平日朝夕ピークの最低速度

指標③
休日の月別昼間12時間の最低月速度

A

B

C

3-7 事業完了（令和3年）した主要渋滞箇所の検証【フロー③⑧】
（5）国道52号 十谷入口（富士川町）

○国道52号に並行する中部横断自動車道は、平成31年3月10日に中富IC～六郷ICが部分開通し、令和3年8月29
日の南部IC～下部温泉早川IC開通により全線開通している。

○3か年（R2～R4）の方向別の3指標について、C方向で基準を上回っていない年がある。

対象箇所対象箇所

■旅行速度(3指標)の推移

至 十谷

至
甲
府
市

至
身
延
町

A

B

C

選定理由：パブコメ

十谷入口

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後 全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後 全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

全線開通後部分開通後

３. 主要渋滞箇所の見直し（最新の交通状況による分析）

じっ こく いり ぐち

ちゅう ぶ おう だん じ どう しゃ どう

しも べ おん せん はや かわ

なか とみ ろく ごう

なん ぶ

至静岡市

至 南アルプス市

① 平成31年3月10日開通 L=8.4km
中部横断自動車道

六郷IC～下部温泉早川IC

② 令和3年8月29日開通 L=13.2km
中部横断自動車道

下部温泉早川IC～南部IC

③ 平成31年11月17日開通 L=6.7km
中部横断自動車道
南部IC～富沢IC

①

②

③

【出典】：民間プローブデータ 【選定時】指標②は平成22年9月～11月、指標③は平成22年3月～平成23年2月

（指標③：高速道路無料化実験区間との並走区間は平成22年7月～平成23年3月を除く）

：ETC2.0プローブデータ 【R2】令和2年9月～12月、 【R3】令和3年1月～12月、【R4】令和4年1月～12月

■位置図 ■広域図

■交通状況

① ② 至 身延町

至 甲府市

至 甲府市

至 身延町

撮影：令和3年10月 撮影：令和3年10月

30
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４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-1 優先対策箇所の選定フロー

○ピンポイント渋滞対策の優先順位は、主要渋滞箇所245箇所を対象として、10年以内の対策完了の有無、事業の
進捗状況、渋滞状況、渋滞対策要望の有無、事故危険箇所指定の有無により設定。

○3指標の基準をすべて下回り、要望があり、事故危険箇所に該当する箇所を優先度が高いものと判定。

事業進捗
主要渋滞箇所

（245箇所）

完了箇所 or 10年以内に完了する予定の箇所

渋滞状況

課題の程度
渋滞対策
要望有無

優先度６

優先度５

優先度４

優先度３

優先度２

優先度１

未対策・対策中箇所
抽出指標①～③
すべてが上回る(20km/h超)

抽出指標1つ
以上が下回る
(20km/h以下)

抽出指標①～③
すべてが下回る
(20km/h以下)

抽出指標①～③のうち
１～２つの指標が下回る
(20km/h以下)

【抽出指標】
①平日昼間１２時間平均速度が２０㎞/h以下
②平日朝夕（６～１０時、１６～２０時）の時間帯旅行速度の最低速度が２０㎞/h以下
③休日の月別昼間１２時間旅行速度のうち、昼間１２時間の旅行速度が最低の月が２０㎞/h以下

優先度高

優先度低

優先度７

無

有

事故危険箇所

指定

指定無

事故危険箇所

指定

指定無

渋滞対策
要望有無

無

有

事故危険箇所

指定

指定無

事故危険箇所

指定

指定無

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
渋
滞
対
策
を
実
施



32

４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-2 ピンポイント渋滞対策の優先度設定と実施状況

○第20回委員会を踏まえ、10年間で90箇所を対策するため、1年間で約9箇所程度実施を決定。
○事業実施状況、渋滞状況、対策要望、事故危険区間により、優先度を設定。
○優先度の高い箇所から順に対策を検討・実施。

優先度１～４ 優先度5

19（3） 1（0） 10（0） 9（5） 9（9） 9（9） 33（33）

H31年度
検討

R2年度
検討

R3年度
検討

R4年度
検討

本年度
検討

次年度以降検討

■優先度設定結果と実施状況

優先度1 優先度2 優先度3 優先度4 優先度5 優先度6 優先度7

選
定
条
件

事業
進捗

10年以内に対策事業が完了しない箇所（対策中箇所、
未対策箇所）

● ● ● ● ● ● -

事業完了箇所、または10年以内に対策事業が完了す
る予定の箇所

- - - - - - ●

渋滞

3指標全てが下回る箇所 ● ● - - ● - -

3指標のうち1～2指標が下回る箇所 - - ● ● ● - -

3指標全てが上回る箇所 - - - - - ● -

要望
バス協会・トラック協会・タクシー協会要望箇所 ● - ● - ● - -

バス協会・トラック協会・タクシー協会の要望がない箇所 - ● - ● ● - -

事故
事故危険区間に指定されている箇所 ● ● ● ● - - -

事故危険区間に指定されていない箇所 - - - - ● - -

【第19回委員会】対象箇所数 3 8（2） 2 6（1） 71（56） 8 147

高 低

※括弧内の数字は対象箇所数のうち山梨県管理の箇所数



33

４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-3 対策内容を検討する箇所の選定

○平成31年度は、優先度1～4の19箇所、優先度5の1箇所の計20箇所を検討。
○令和2年度以降は、優先度5の平日昼間12時間速度の低い順に各年9～10箇所を検討。
○本年度は、優先度5の9箇所（山梨県管理道路）を選定。

【出典】平日昼間12時間平均速度：平成29年1～12月の民間プローブデータ

No 主要渋滞箇所
道路

管理者

平日
昼間

12時間
平均
速度

（km/h）

146押原小北 山梨県 5.0

88豊積橋南 山梨県 5.4

181飯喰東 山梨県 5.9

131築地新居 山梨県 5.9

191等々力 山梨県 6.8

95河口湖美術館前 移管※ 7.1

126朝日町ガード南 山梨県 7.3

151徳行立体北 山梨県 7.7

142信玄橋東詰 山梨県 7.9

74中曽根 山梨県 8.0

221中下条 山梨県 8.0

73富士山駅前 山梨県 8.3

109山梨大学病院入口 山梨県 8.4

145浅原橋西 山梨県 8.5

207（仮称）水神 山梨県 8.5

194若宮 山梨県 8.6

148信玄橋西詰 山梨県 9.3

202御勅使工業団地入口 山梨県 9.5

108流通センター北 山梨県 9.8

No 主要渋滞箇所
道路

管理者

平日
昼間

12時間
平均
速度

（km/h）

173中央協撰所 山梨県 9.9

210韮崎インター西 山梨県 10.0

119検察庁南 山梨県 10.3

225長塚中 山梨県 10.7

168乙黒 山梨県 10.7

166朝日三丁目 山梨県 10.8

94（仮称）河口 山梨県 11.2

77船津三叉路 山梨県 11.3

247向町中 山梨県 11.3

91乳ヶ崎北 山梨県 11.5

111万才橋西 山梨県 12.1

238薬師堂橋東詰 山梨県 12.3

99（仮称）都留 山梨県 13.1

180（仮称）大里町1 山梨県 14.2

89（仮称）浅利 山梨県 14.2

87三郡橋北 山梨県 14.7

6武田 山梨県 14.9

72お茶屋町東 山梨県 15.4

75新倉 山梨県 15.6

No 主要渋滞箇所
道路

管理者

平日
昼間

12時間
平均
速度

（km/h）

28石和温泉郷東入口 山梨県 15.7

169浅原橋東詰 山梨県 16.2

132（仮称）大里町2 山梨県 16.5

171（仮称）大里町3 山梨県 16.9

239須玉インター入口 山梨県 17.4

209東中学校前 山梨県 17.4

82愛染通り 山梨県 17.5

25金鳥居 山梨県 18.2

35上今諏訪 山梨県 18.3

228大下条 山梨県 18.6

76小明見 山梨県 18.6

18乳ヶ崎南 山梨県 21.5

46飯喰 山梨県 22.9

134（仮称）今諏訪 山梨県 24.1

61開国橋西 山梨県 25.7

93（仮称）浅川 山梨県 27.0

81（仮称）忍草2 山梨県 28.8

85平野 山梨県 33.8

No 主要渋滞箇所
道路

管理者

平日
昼間

12時間
平均
速度

（km/h）

244上野原市役所前 国交省 4.4

79東恋路 国交省 5.1

69忍野入口 国交省 6.0

84（仮称）船津 国交省 7.8

92寿団地入口 国交省 8.3

78船津登山道入口 国交省 11.8

103十日市場 国交省 14.2

90下の水 国交省 14.6

３中小河原※ 国交省 14.9

243（仮称）上野原2 国交省 17.9

52猿橋小入口 国交省 18.4

224（仮称）下今井2 国交省 18.8

213（仮称）下今井1 国交省 21.0

204峡北消防本部西 国交省 23.2

96上暮地白糸 国交省 27.1

国土交通省管理 山梨県管理

優先度 No 主要渋滞箇所
道路

管理者

1

208一ツ谷 国交省

4国母 国交省

12船山橋北詰 国交省

2

100（仮称）小笠原 山梨県

102十五所 国交省

206本町 山梨県

246新町 国交省

242上野原高校入口 国交省

241 (仮称)上野原1 国交省

34新町二丁目 国交省

190柏尾 国交省

３
8向町2 国交省

40貢川2丁目 国交省

４

67本栖 国交省

101六科 山梨県

53富士見バイパス北 国交省

57山中湖西 国交省

56大田和 国交省

55ひばりが丘 国交省

：R4年度に検討済み：R3年度に検討済み

■優先度1～4 ■優先度5

：R2年度に検討済み：H31年度に検討済み ※河口湖美術館前交差点については、地元自治体へ移管。：本年度検討



検討
年度

No. 主要渋滞箇所名
管
理
者

市町村 検討状況 備考

R4 151 徳行立体北

山
梨
県

甲府市 対策を見送り
ボトルネック交差点でない。当該交差点で対策を実施
しても、渋滞が解消しないと推察されるため

142 信玄橋東詰 甲斐市 対策を見送り 従道路側の線形改良が必要であり渋滞対策が困難。

74 中曽根 富士吉田市 対策を見送り
ピンポイント渋滞対策の優先対策箇所を選定したH29
年より速度向上がみられるため
（H29年：8.0km/h⇒R3年：12.2km/h）

221 中下条 甲斐市 柳田交差点との信号の系統制御。

73 富士山駅前 富士吉田市
時差式信号現示を検討

⇒対策を見送り

【R4】富士山駅前ロータリーへの右折を禁止
【R5】利用者から反対があると指摘いただき、再検討し
た結果、用地買収を伴う整備が必要であり渋滞対策
が困難

109 山梨大学病院入口 昭和町 停止線の前出し。

145 浅原橋西 南アルプス市
案内看板の視認性の向上

⇒交通流動分析を行い、効果的な対策を
地域企業や警察と協力して検討

【R4】案内看板の視認を向上し右折車両を削減
【R5】交通流動分析を行い、効果的な対策を検討

とくぎょう りっ たい きた

しんげん ばし ひがしづめ

なか そ ね

なか しも じょう

あさ はら ばし にし

ふ じ さん えき まえ

やなぎ だ

やま なし だい がく びょう いん いり ぐち

34

４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-4 令和4年度に検討したピンポイント渋滞対策の検討状況

○令和4年度に対策検討した主要渋滞箇所7箇所の状況は以下の通り。うち4箇所について対策実施を協議検討中。
○富士山駅前と浅原橋西について、令和5年度も継続して渋滞対策を検討。
○浅原橋西について、令和5年度は交通流動分析を行い、効果的な対策を検討。
○富士山駅前について、用地買収を伴う整備が必要であり渋滞対策が困難であるため、令和5年度は対策を見送り。

ふ じ さん えき まえ あさ はら ばし にし



4-5 令和4年度のピンポイント渋滞対策の検討

（1） （主）韮崎南アルプス中央線 浅原橋西

４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

○浅原橋西交差点は、橋詰部に位置する交差点でA⇔B方向が主方向で、青時間を多く配分。

○B方向は甲府方面への車両に直進を案内する看板を設置しているが、視認性が悪く右折車が直進車を阻害。

○甲府方面への車両に直進方向に経路変更を促進させるよう、案内看板の視認性を向上。

■写真

浅原橋西

至 富士川町

至

韮
崎
市 至

中
央
市

至 甲府市

対象箇所

：主要渋滞箇所

あさ はら ばし にし

②

①

■位置図 ■広域図

浅原橋西

至 富士川町

至 韮崎市

至

中
央
市

至 甲府市

!!

【課題】右折車の滞留が直進車を阻害。
至 富士川町

至 韮崎市

至

中
央
市

至 甲府市

浅原橋西

【対策案】

甲府方面への車両を直進方向に誘導するため、
既存の案内看板の周囲にライトを設置し視認性を向上。

B方向からの右折交通が卓越し、直進車の阻害が発生。対策前 案内看板の視認性向上により、右折車を直進方向へ誘導。対策後

にら さき みなみ あさ はら ばし にしちゅう おう

甲
府
方
面
に
向
か
う
車
両
は
、
浅
原
橋

周
辺
の
渋
滞
緩
和
の
た
め
、
直
進
し

環
状
道
路
の
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

南
ア
ル
プ
ス
警
察
署・
中
北
建
設
事
務
所

35



４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

36

■浅原橋西に南側から流入した車両の交通流動（平日 昼間12時間）
【集中量】

単位：トリップ

100～00

75～100

50～ 75

25～ 50

10～ 25

1～ 10

【走行経路】
単位：トリップ

2500～0000

2000～2500

1500～2000

1000～1500

500～1000

1～ 500

データ）ETC2.0プローブ（R4．10 平日）
昼間12時間で浅原橋西交差点に南から流入した車両
注）集中量は500mメッシュ

浅原橋西

浅原橋西を直進した場合、
ランプを走行し、走行距離が長い

浅原橋西を右折した場合、
走行ルートはシンプル

到着地は

工場・物流施設
が集積

4-5 令和4年度のピンポイント渋滞対策の検討

（1） （主）韮崎南アルプス中央線 浅原橋西 （交通流動分析結果）

○浅原橋西を南側から流入した車両の走行経路を分析した結果、釜無川沿いの工場・物流集積地域に発着してお

り、直進した場合のルートは若草ICを経由するため、右折ルートより走行距離が長い。

あさ はら ばし にし

にら さき みなみ あさ はら ばし にしちゅう おう

©NTTインフラネット

右折車両の走行経路は
浅原橋東詰交差点を北上

浅原橋東詰

田宮西ランプ

田宮西ランプ

かま なし がわ

わか くさ



6

26

0

5

10

15

20

25

30

直進経路 右折経路

死
傷

事
故

件
数

［件
/4

年
］

■死傷事故件数の比較
至 富士川町

至 韮崎市

至

中
央
市

至 甲府市

浅原橋西

４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

37

■直進ルートと右折ルートの比較（東南湖⇒流通センター前）

4-5 令和4年度のピンポイント渋滞対策の検討

（1） （主）韮崎南アルプス中央線 浅原橋西 （ルート比較）

○浅原橋西の直進ルートは、右折ルートと比較して、死傷事故件数が約8割低く、安全性が高い。

○右折交通が直進交通に転換することで、右折車両滞留が減少し、直進車両がスムーズに通行。

○交通流動分析より把握した発着量の多い流通センターや工業地域の共同組合に対し、直進ルート利用のご協力

依頼を実施検討。

あさ はら ばし にし

にら さき みなみ あさ はら ばし にしちゅう おう

浅原橋西
浅原橋東詰

田富西ランプ

釜無工業団地入口山梨県流通センター
（協同組合）

※全80社

主要渋滞箇所（信号交差点）
信号交差点

流通センター前

直進ルート
（走行距離：4.4 km）

右折ルート
（走行距離：3.4 km）

■直進交通への転換による渋滞解消

直進ルート 右折ルート東南湖

ひがし なん ご りゅうつう まえ

死傷事故件数は
約８割低く

安全性が高い

右折交通を直進交通に転換
⇒右折車両滞留が減少し、直進車両が

スムーズに通行。

データ）交通事故データ（H30～R4） ※集計区間：浅原橋西交差点～田富西ランプ交差点
※上下線区分が不明なため、上下線合計値



38

４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-6 本年度（令和5年度）のピンポイント渋滞対策の検討箇所

○本年度（令和5年度）にピンポイント渋滞対策（短期対策）の検討を実施する箇所は、山梨県管理道路の9箇所。

■ピンポイント対策（短期対策）の検討を実施する主要渋滞箇所

202

210

207

No. 主要渋滞箇所
道路

管理者
所在市区町村

207 （仮称）水神

山梨県

韮崎市

194 若宮 笛吹市

148 信玄橋西詰 南アルプス市

202 御勅使工業団地入口 韮崎市

108 流通センター北 中央市

173 中央協撰所 甲府市

210 韮崎インター西 韮崎市

119 検察庁南 甲府市

225 長塚中 甲斐市

225

119
108

148

194

173

すい じん

わか みや

しん げん ばし にし づめ

み だ い こう ぎょう だん ち いり ぐち

りゅう つう きた

ちゅう おう きょう せん じょ

にら さき にし

けん さつ ちょう みなみ

なが つか なか



至
韮
崎
駅

至 甲斐市

武田橋北詰

至 北杜市

39

４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

すい じんち の ほく と にら さき

4-6 本年度（令和5年度）のピンポイント渋滞対策の検討箇所

（1） （主）茅野北杜韮崎線 （仮称）水神 （韮崎市）

○（仮称）水神交差点は、県道17号茅野北杜韮崎線と釜無川を渡河する県道602号武田八幡神社線に位置し、交
通が集中。

○県道17号茅野北杜韮崎線は、夕ピーク時で方向②右折車両滞留によって、後続車両への走行阻害による捌け残
り、渋滞が発生。武田橋北詰～（仮称）水神間は、武田橋北詰交差点の赤信号のタイミングによって、車両が滞留
し、先詰まりとなる場面が発生。

■位置図

■広域図

（仮称）水神

12

27

■渋滞発生状況

写真A

撮影：令和5年7月

写真B

撮影：令和5年7月

写真C

撮影：令和5年7月

右折車両滞留による
後続車両への走行阻害で

速度低下

【凡例】
左折・直進車両
右折車両

す い じ ん か ま な しち の ほ く と に ら さ き

タイミングにより
武田橋北詰を先頭に車両が滞留

たけ だ はち まん じん じゃ



■広域図

34

34

303

305

34

若宮

40

４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-6 本年度（令和5年度）のピンポイント渋滞対策の検討箇所

（2） 国道137号 若宮 （笛吹市）

○若宮交差点は、国道137号に位置している。
○市道（御坂みち）の方向②は、登り勾配であるとともに、右折車両滞留によって後続車両への走行阻害による速

度低下が発生しているものの、一回の信号青時間で交通は捌けており、渋滞は発生していない状況。

わか みや

■位置図

写真A

撮影：令和5年7月

写真B

撮影：令和5年7月

■渋滞発生状況

わか みや

登り勾配で
速度低下

至 一宮御坂IC

至 富士河口湖町

右折車両滞留による
後続車両への走行阻害で

速度低下

至
都
留
市

若宮
至

甲
府
市

【凡例】
左折・直進車両
右折車両

①

み さか



信玄橋西詰 信玄橋東詰

竜王立体

写真B

撮影：令和5年7月 41

４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-6 本年度（令和5年度）のピンポイント渋滞対策の検討箇所

（3） （主）甲斐早川線 信玄橋西詰 （南アルプス市）

○信玄橋西詰交差点は、釜無川を渡河し南アルプス市～国道20号を結ぶ県道20号甲斐早川線と川沿いの県道
118号南アルプス甲斐線に位置し、交通が集中。

○県道20号甲斐早川線は、朝ピーク時に竜王立体交差点を先頭に渋滞し、夕ピーク時に信玄橋東詰交差点を先頭
に渋滞しており、朝夕ピーク時の信玄橋西詰交差点 方向①②④では、信玄橋への進入時に先詰まりが発生。

○信玄橋西詰交差点 方向③では、青時間不足により渋滞が発生し、信玄橋東詰交差点を超える渋滞が発生。

か い はや かわ りゅう おう しん げん ばし ひがし づめ

か い はや かわ しん げん ばし にし づめ

写真A

撮影：令和5年7月

■渋滞発生状況

信玄橋西詰

至

甲
府
市

④

竜王立体

至

八
田

至 白根

青時間不足により、東側隣接交差点である
信玄橋東詰交差点を超える渋滞が発生

竜王立体交差点を先頭に渋滞が発生
信玄橋への進入不可

信玄橋西詰～竜王立体
約1.5km

至 国道52号

【凡例】
左折・直進車両
右折車両

か い はや かわ

か い

かま なし

みなみ

しん げん ばし にし づめ

■広域図

■位置図

④

しん げん ばし にし づめ



至 韮崎駅

御勅使工業団地入口

①

②

感応式信号であるため、県道42号に交通がない
ときでも必ず滞留が発生

青時間が短く
捌け残りが発生

至

甲
府
市

至

山
梨
県
道
12
号

至 南アルプス市

■広域図

御勅使工業
団地入口

607

12

20

42

４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-6 本年度（令和5年度）のピンポイント渋滞対策の検討箇所

（4） （主）韮崎南アルプス富士川線 御勅使工業団地入口 （韮崎市）

○御勅使工業団地入口交差点は、韮崎市～南巨摩郡富士川町を結ぶ県道42号韮崎南アルプス富士川線に位置し、
交通が集中。

○方向③④（市道側）の信号は感応式であるため、車両は必ず停止。
○方向③の交通量に対して信号の青時間が短く車両が捌け残り、渋滞が発生。

にら さき みなみ ふ じ かわ

にら さき みなみ み だ い こう ぎょう だん ち いち ぐちふ じ かわ

写真A

撮影：令和5年7月

写真B

撮影：令和5年7月

み だ い こう ぎょう だん ち いり ぐち

【凡例】
左折・直進車両
右折車両

県道42号の交差道路である市道側の信号（感応式）

撮影：令和5年7月

■位置図 ■渋滞発生状況

①

②



○流通センター北交差点は、周辺の物流倉庫へのアクセス道路となる市道に位置し、交通が集中。
○県道3号甲府市川三郷線は、一回の信号青時間で交通は概ね捌けている状況。
○方向③交差点流入部1車線のため、右折車両滞留によって後続車両への走行阻害による捌け残り、渋滞が発生。
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４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-6 本年度（令和5年度）のピンポイント渋滞対策の検討箇所

（5） （主）甲府市川三郷線 流通センター北 （中央市）
こう ふ いち かわ み さと りゅう つう きた

■位置図

至 国道20号

右折車両滞留による
後続車両への走行阻害で

捌け残り発生

至 南アルプス市

至

南
ア
ル
プ
ス
市

至

甲
府
市

写真A

撮影：令和5年7月

■渋滞発生状況

【凡例】
左折・直進車両
右折車両

写真B

撮影：令和5年7月

りゅう つう きた

こう ふ いち かわ み さと

■広域図



写真B

至 国道20号 至

甲
斐
市

至 国道20号
対象箇所

中央協撰所
22
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４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-6 本年度（令和5年度）のピンポイント渋滞対策の検討箇所

（6） 国道411号 中央協撰所 （甲府市） ※現：松原
ちゅう おう きょう せん じょ まつ ばら

■位置図 ■広域図

松原

至 甲斐市

和戸西

至

国
道
20
号

くい違い交差のため
直進車両がスムーズではなく
速度低下が発生

右折車両滞留による
後続車両への阻害で速度低下

感応式信号であるため
国道411号に交通がないときでも
必ず滞留が発生

歩道が整備されておらず
歩行者通行の際に速度低下

■渋滞発生状況

○中央協撰所交差点（現：松原交差点）は、甲府市街～笛吹市を結ぶ国道411号に位置し、交通が集中。
○顕著な渋滞は発生していないが、方向②の市道は歩道が未整備であること、くい違い交差により直進車両がス

ムーズでないこと、右折車両滞留によって後続車両への走行阻害などによる速度低下が発生している状況。

ちゅう おう きょう せん じょ まつ ばら

撮影：令和5年7月

写真A

撮影：令和5年7月

市道側の信号（感応式）

写真B

【凡例】
左折・直進車両
右折車両



写真B

撮影：令和5年7月

至 韮崎IC

至 国道20号

対象箇所

韮崎インター西

12

602

61623
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４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-6 本年度（令和5年度）のピンポイント渋滞対策の検討箇所

（7） （主）韮崎昇仙峡線 韮崎インター西 （韮崎市）
にら さき しょう せん きょう にら さき にし

写真A

撮影：令和5年7月

至 韮崎IC

■位置図 ■広域図

直進交通が多く
捌け残りが発生

直進交通が多く
捌け残りが発生

右折車両滞留による
後続車両への走行阻害

至

韮
崎
Ｉ
Ｃ

東中学校前

至 北杜市

至 韮崎駅

至

国
道
２
０
号

【凡例】
左折・直進車両
右折車両

■渋滞発生状況

市
道

○韮崎インター西交差点は、韮崎市街～韮崎ICを結ぶ県道27号韮崎昇仙峡線に位置し、交通が集中。
○方向①・②ともに、直進交通が多く、青時間が短いため捌け残り、渋滞が発生。
○更に、方向①右折車両滞留による後続車両への走行阻害により、渋滞延伸を助長。

にら さき にし にら さき しょう せん きょう



相生歩道橋

相生歩道橋からの先詰まりによる
直進車両の捌け残り

検察庁南

右折車両滞留による
後続車両への走行阻害

方向③からの直進車両滞留による
方向②右折車両への走行阻害

至

甲
斐
市

至 国道20号

至

笛
吹
市

写真B

撮影：令和5年7月

至 甲府駅

写真A

撮影：令和5年7月

至 甲斐市

至 笛吹市

対象箇所

検察庁南
358

5 31

104

7

6

3

22

5

358
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４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-6 本年度（令和5年度）のピンポイント渋滞対策の検討箇所

（8） （主）甲府南アルプス線 検察庁南 （甲府市）
こう ふ みなみ けん さつ ちょう みなみ

■渋滞発生状況

■位置図 ■広域図

○検察庁南交差点は、甲府市街の県道5号甲府南アルプス線に位置し、交通が集中。
○相生歩道橋交差点からの先詰まりにより、方向③直進車両が捌け残り、渋滞が発生。また、検察庁南交差点内

に方向③直進車両が残存することで、方向②右折車両が進行できず、捌け残りで渋滞が発生。

けん さつ ちょう みなみ こう ふ みなみこう ふ

【凡例】
左折車両
直進車両
右折車両

あい おい ほ どう きょう

③

至 甲府駅
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４. ピンポイント渋滞対策の検討状況

4-6 本年度（令和5年度）のピンポイント渋滞対策の検討箇所

（9） （一）中下条甲府線 長塚中 （甲斐市）
なか しも じょう こう ふ なが つか なか

■渋滞発生状況

至

山
梨
県
庁
・
国
道
２
０
号

⾧塚中

至 甲府駅

至 双葉スマートIC

至

韮
崎
市

右折車両滞留による
後続車両への走行阻害で

捌け残り。渋滞発生。

⾧塚北

市
道

市
道

（一）中下条甲府線
なか しもじょう こう ふ

（一）中下条甲府線
なか しもじょう こう ふ

長塚北まで滞留が発生
渋滞はほとんど発生していない

【凡例】
左折・直進車両
右折車両

写真A

撮影：令和5年7月

至 韮崎市

至 山梨県庁

写真B

撮影：令和5年7月

至 韮崎市

至 山梨県庁

■位置図 ■広域図

対象箇所

⾧塚中
106

6

7

101

25

○長塚中交差点は、県道106号中下条甲府線と甲府市街～双葉スマートICを結ぶ市道に位置し、交通が集中。
○市道は、車線が十分確保されており、一回の信号青時間で交通は概ね捌けている状況。
○県道106号中下条甲府線は、方向②右折車両滞留によって後続車両への走行阻害による捌け残り、渋滞が発生。

なか しも じょう こう ふなが つか なか

②
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５. バスデータの活用方法の検討

5-1 バスデータの概要

○バスデータを活用して「やまなしバスコンシェルジュ（山梨県バス総合案内システム）」が運用されており、リアルタ
イムなバス運行状況が確認可能。

○このデータを活用し、バスの遅延時間やバスの実勢速度の分析が可能。

資料：「標準的なバス情報フォーマット」ダイジェスト国土交通省総合政策局(H31.3.27)

国土交通省「バス情報の静的・動的データ利活用検討会」標準フォーマット

バス停①→②の速度

＝

バス停間距離（Ｌ）

バス停間所要時間（T2-T1）
L (km)

通過時刻：
Ｔ1

通過時刻：
Ｔ2

バス停
①

バス停
②

(GTFS-JP)

(GTFS-RT)(GTFS-RT)

事業完了路線の並行区間で、バス路線が存在、効果検証が可能な路線を選定して、分析を検討。

１．バスデータ内容

２．データの活用方法

【動的データ】
車両位置

【動的データ】
遅延・到着予測

【静的データ】
停留所・路線

▼やまなしバスコンシェルジュ

【方法② バスの実勢速度】
【方法① バスの遅延時間】

バス停の通過時刻と定刻［時刻表］の差
＝バス停通過時刻－バス停定刻

(GTFS-RT) (GTFS-JP)

いずれも国際的に広く利用されている
「GTFS」を基本としているため、

整備した情報が迅速に世界中の
経路探索サービスに反映
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５. バスデータの活用方法の検討

5-2 バスデータの有する特性

○第21・22回委員会検討内容を踏まえ、第23回委員会でバスデータの有する特性を整理。
○バスデータは全箇所でのモニタリングには不向きだが、バスに限定して実態を把握するには有利。
○バスに関する課題や効果を分析する際に、バスデータを活用し、バスの視点で効果的に説明することが可能。

【メリット】

渋滞により受ける影響は乗用
車とバスで異なる

⇒バスに限定して実態を把握
するには有利

【デメリット】

バスデータが使用可能な路線
は限定的

⇒全箇所でのモニタリングに
は不向き

バスに関する課題や効果を分析する際に、
バスデータを活用し、バスの視点で効果的に説明することが可能。

■ 第23回委員会検討内容

バスに限定して実態を把握する必要性
・バスは乗車人数が多く、渋滞による社会損失が大きい。

（乗用車は、人数が少ないため1台当たりの社会損失は小さ
い）

・バスは路線やダイヤが固定されており、渋滞回避が困難。
（乗用車は、状況によって路線や走行時間の調整が可能）

■第21回委員会検討内容
・バス実勢速度の運行ごとの集計
・主要渋滞箇所のマネジメントへの活用方法を検討

■第22回委員会検討内容

・バスデータによる旅行速度向上効果の検証
・バスの定時性の分析

ピーク時間帯に運行するバス
の50%以上が時刻表の速度の
半分以下

第21回委員会資料 掲載 第22回委員会資料 掲載
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1130発便
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1420発便

1520発便

1620発便
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1900発便
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５. バスデータの活用方法の検討

5-3 バスデータの活用（バス運行の定時性の活用）

○富士急行バスの路線バス（河口湖駅⇒忍野）について、バス運行の遅延状況を分析し、定時性を確認。
○バスデータは365日定時運行しているため、突発的な渋滞発生を捉えることが可能。
○TDM施策の交通手段選択としてバスへの転換可能性検討の基礎資料となる。

データ）やまなしコンシェルジュ 路線バス運行データ（R4.10 平日）

バス停
バス路線
主要渋滞箇所

高速道路
一般国道
主要地方道
県道

河
口
湖
駅

船
津
入
口

富
士
見
台

渡
辺
整
形
外
科
前

赤
坂 富

士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
前

剣
丸
尾

消
防
署
前

松
山

富
士
山
駅

横
町

金鳥居公園前

北稜高校入口

コミュニティ
センター入口

浅
間
神
社
前

新
屋
公
民
館
入
口

新
屋

セ
メ
草

ふ
じ
さ
ん

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

パ
ー
ク
前

忍
野
入
口

船
津
三
差
路

新
倉

上
宿

新
屋

富
士
見
バ
イ
パ
ス
南

富
士
見
公
園
前

忍
野
入
口

昭
和
大
学
入
口

ス
バ
ル
ラ
イ
ン
入
口

船
津
登
山
道
入
口

東
恋
路

富
士
山
駅
前

金
鳥
居(

仮
称)

新
倉
1

■分析対象バスルート

■路線バスの遅延状況

平均遅延時間

日別遅延時間（7:30発便）

遅延時間が増加
最大約16分遅延

朝ピーク時間は
上宿～富士見公園前交差点
で遅延時間が増加

かわ ぐち こ おし の
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６. TDM施策に関する検討

6-1 TDM（Transportation Demand Management：交通需要マネジメント）とは

○交通需要の時間的・空間的な集中を緩和するため、「移動発生源の調整」、「移動時間の分散化」、「移動経路の
変更」、「交通手段の変更」、「自動車の効率的利用」の５つの施策を行うことにより、道路交通混雑を緩和していく
取り組み。

移動発生源の調整 移動時間の分散化

交通手段の変更 自動車の効率的利用

移動経路の変更

時間帯

交
通
量

交通容量

出
発
地

到
着
地

ピーク時間帯の交通を時差出勤やフレックスタイム、
時間割引等の導入により分散化すること。

自動車交通の発生をテレワークやweb会議等の導入
により調整・抑制すること。

混雑する道路の交通を交通情報提供や交通管制高
度化等により交通需要の空間的な平準化を図るもの。

自動車利用をP＆R駐車場やバスレーンの整備、乗車

割引券等の導入により公共交通機関が利用しやすく
することで、交通手段の変更を促すこと。

単体の自動車利用をカーシェアリングや共同輸配送
の導入により、自動車の効率的利用（乗用車の乗車
率や貨物の積載率向上など）を促すこと。

P
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a．解消 3指標※1全てで速度が20km/hを上回った箇所

b．緩和 解消を除き、3指標全てで速度向上した箇所

c．変化無 悪化を除き、1指標でも速度低下した箇所

d．悪化 3指標全てで速度低下した箇所

【※1：3指標】
①平日昼間12時間平均速度が20㎞/h以下
②平日朝夕（6～10時、16～20時）の時間帯旅行速度の最低速度が20㎞/h以下
③休日の月別昼間12時間旅行速度のうち、昼間12時間の旅行速度が最低の

月が20㎞/h以下

使用データ：ETC2.0データ 令和2年4月１日～5月31日（平日・休日）

■主要渋滞箇所の渋滞状況 ■緩和・解消した主要渋滞箇所

6-2 コロナ禍における主要渋滞箇所の渋滞状況

○コロナ禍において、感染防止のための交通行動の変化が発生し、渋滞が緩和・解消。
○上記の実績から、ＴＤM施策の実施により、渋滞の緩和・解消の効果が期待。
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■甲府市のサイクル・アンド・ライドの取組み

国道５２号にある山梨県立美術館の駐輪場

〇実施箇所 〇駐輪場設置箇所数の推移

6-3 山梨県内におけるTDM施策の取組み

○山梨県内では、甲府市でサイクル・アンド・ライドの取組みを実施。
○甲府市のサイクル・アンド・ライドは、朝夕ピーク時の渋滞緩和を図ることを目的に、路線バスの利用促進のため、

「サイクル・アンド・ライド」駐輪場を設置しており、設置箇所は年々増加。

Ⓟ山梨県福祉プラザⓅ北公民館

Ⓟツルハドラッグ
甲府千塚店

Ⓟ山梨中央銀行
下飯田支店

Ⓟ山梨県立美術館
Ⓟ甲府市立図書館

Ⓟセブンイレブン
甲府貢川店

Ⓟ総合市民会館

Ⓟ自治会館

Ⓟ玉諸悠遊館

Ⓟ青少年センター
Ⓟ甲府市上下水道局

Ⓟサンドラッグ
緑ヶ丘店

Ⓟ信玄ミュージアム

主要渋滞箇所

S＆R駐輪場

バス路線

甲府駅

Ⓟファミリーマート
甲府朝日店

Ⓟファミリーマート
甲府酒折店

公共施設の11箇所に加え、コンビニエン
スストア等の民間施設に7箇所設置

※図範囲外に2箇所

※令和5年5月時点

設置箇所は
年々増加

駐
輪

場
設

置
箇

所
数

［
累

積
］
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７. 第２７回委員会にむけて

・短期対策を当面未対策とする候補箇所の検証結果

・令和5年度のピンポイント対策渋滞対策箇所（山梨県管理9箇所）の対策検討状況

7-1 次回委員会での報告事項

○次回委員会では、下記について報告を行う。


